
議   第   ５２   号   

令和 ３ 年 ２ 月１９日提出   

 

   熊本市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例の一部改正につい 

   て 

 

 熊本市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例（平成１６年条例第２０号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項中「は、」の次に「児童１人につき別表に定める」を加え、同条第２項

を削り、同条第３項を同条第２項とする。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表（第２条関係） 

利用区分 負担金の月額 

８月以外の月の利用 ５，０００円（午後６時までの開所時間を延長して利用

する場合にあっては、６，２００円） 

８月の利用 ９，５００円（午後６時までの開所時間を延長して利用

する場合にあっては、１０，７００円） 

 備考 生計を一にする世帯から２人以上の児童が事業を利用している場合における

２人目以降の児童の負担金の額は、当該児童１人につきこの表の負担金の額の２

分の１の額とする。 

 

附 則 

 この条例は、令和３年１０月１日から施行し、この条例による改正後の第２条及び
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horiman
教－２



別表の規定は、同月分以後の利用者負担金について適用する。 

 

 （提出理由） 

  放課後児童健全育成事業の利用者負担金の見直しを行うため、所要の改正を行う

必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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〇熊本市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例（平成１６年条例第２０号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 備考 

（趣旨） （趣旨）  
第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）第３４条の８の規

定に基づき本市が実施する放課後児童

健全育成事業（以下「事業」という。）

の利用者負担金（以下「負担金」という。）

の徴収に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）第３４条の８の規

定に基づき本市が実施する放課後児童

健全育成事業（以下「事業」という。）

の利用者負担金（以下「負担金」という。）

の徴収に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（負担金の納入） （負担金の納入）  
第２条 事業を利用する児童が属する世

帯の生計中心者（当該世帯を事実上主宰

し、当該世帯の生計維持の中心となる者

として市長が認めた者をいう。以下「納

入義務者」という。）は、児童１人につ

き別表に定める負担金を納入しなけれ

ばならない。 

第２条 事業を利用する児童が属する世

帯の生計中心者（当該世帯を事実上主宰

し、当該世帯の生計維持の中心となる者

として市長が認めた者をいう。以下「納

入義務者」という。）は、      

     負担金を納入しなければな

らない。 

 

【削る】 ２ 前項の負担金の額は、児童１人につき

月額４，３００円とする。ただし、生計

を一にする世帯から２人以上の児童が

事業を利用している場合における２人

目以後の児童の負担金の額は、当該児童

１人につき月額２，１５０円とする。 

 

２ 児童が月の中途において事業の利用

をやめた場合は、当該事業の利用をやめ

た月分の負担金は、徴収しないものとす

る。 

３ 児童が月の中途において事業の利用

をやめた場合は、当該事業の利用をやめ

た月分の負担金は、徴収しないものとす

る。 

 

（負担金の減免） （負担金の減免）  
第３条 市長は、次の各号のいずれかに該

当すると認めたときは、負担金を減額

し、又は免除することができる。 

第３条 市長は、次の各号のいずれかに該

当すると認めたときは、負担金を減額

し、又は免除することができる。 

 

(1) 納入義務者が生活保護法（昭和２５
年法律第１４４号）による保護を受け

ている場合 

(1) 納入義務者が生活保護法（昭和２
５年法律第１４４号）による保護を受

けている場合 

 

(2) 納入義務者が生活保護法第６条第
２項に規定する要保護者又は要保護

者に準ずる程度に困窮している者と

して児童の就学に必要な援助を市か

ら受けている場合 

(2) 納入義務者が生活保護法第６条第
２項に規定する要保護者又は要保護

者に準ずる程度に困窮している者と

して児童の就学に必要な援助を市か

ら受けている場合 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(3) その他市長が特に必要があると認
めた場合 

(3) その他市長が特に必要があると認
めた場合 



 

（負担金の還付） （負担金の還付）  
〇熊本市放課後児童健全育成事業実施

要綱（昭和５４年１２月１日制定）改

正案 

６ 児童育成クラブの開所日及び開所時

間 

 (1) 児童育成クラブの開所日は、次に
掲げる日を除く日とする。 

  ア 国民の祝日に関する法律（昭和
２３年法律第１７８号）に規定す

る休日 
  イ 日曜日 
  ウ 年末年始（１２月２９日から翌

年の１月３日までの日） 
 (2) 児童育成クラブの開所時間は、次
のとおりとする。ただし、必要に応

じて開所時間を短縮することがで

きる。 
  ア 小学校の授業日は、児童の下校

時間から午後６時まで 
  イ 小学校の授業の休業日は、午前

８時から午後６時まで 
(3) 開所時間を延長して利用する場
合の時間は、午後６時から午後７時

までとする。この場合において、前

号ただし書の規定により開所時間を

短縮したときは、開所時間の延長は

行わないものとする。 

第４条 既納の負担金は、還付しない。た

だし、天災地変若しくは市の責めに帰す

べき事由により一定期間事業を利用で

きなかったとき又は前条の規定による

減額若しくは免除をしたときは、その全

部又は一部を還付することができる。 

第４条 既納の負担金は、還付しない。た

だし、天災地変若しくは市の責めに帰す

べき事由により一定期間事業を利用で

きなかったとき又は前条の規定による

減額若しくは免除をしたときは、その全

部又は一部を還付することができる。 

（委任） （委任） 

第５条 この条例の施行について必要な

事項は、市長が別に定める。 
第５条 この条例の施行について必要な

事項は、市長が別に定める。 

附 則   【略】 附 則   【略】 
別表（第２条関係） 

利用 
区分 負担金の月額 

８ 月 以

外 の 月

の利用 

５，０００円（午後６時

までの開所時間を延長し

て利用する場合にあって

は、６，２００円） 
８ 月 の

利用 
９，５００円（午後６時

までの開所時間を延長し

て利用する場合にあって

は、１０，７００円） 
 備考 生計を一にする世帯から２人以

上の児童が事業を利用している場合

における２人目以降の児童の負担金

の額は、当該児童１人につきこの表の

負担金の額の ２分の１の額とする。 

【新規】 
 
 
 
 
 
 

   附 則 

 この条例は、令和３年１０月１日から施行し、この条例による改正後の第２条及び別表の規定は、同月分以後の

利用者負担金について適用する。 



 

児童育成クラブ利⽤者負担⾦改正内容 




